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食品開発センター所長 河 野 満 洋

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 査 壱 岐 さおり

政策調査課主任主事 池 田 憲 司

○新見委員長 ただいまから産業振興対策特別

委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付しております日程（案）を

ごらんください。

きょうは、まず農政水産部に、新規・重点事

業など全般的な説明に加え、農業を核とした農

商工連携の取組と今後の展開方向、また、バイ

オマスの活用等について説明していただきたい

と思います。次に商工観光労働部に、農商工連

携の取組と課題、県産品の販路拡大、県の地域

産業集積・活性化基本計画等について説明して

いただくことになっております。その後に委員

協議をお願いしたいと思っておりますが、この

ように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、執行部の説明に入ります。

入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

農政水産部の皆さんにお越しいただきました。

当委員会として初めてですので、一言ごあい

さつを申し上げます。

私たちは、産業振興対策特別委員会でござい

ます。私は、当委員会の委員長を仰せつかって

おります、宮崎市選出の新見でございます。よ

ろしくお願いします。

時間の都合上、もう既に活動を始めて６カ月

以上たっておりますので、委員の紹介は省略さ

せていただきたいと思いますが、私たち13名が

この委員会の委員ということで選任されまして、

現在、調査活動を行っているところでございま

す。この委員会が担う諸課題について全力で取

り組んでいるところでございますので、どうか

今後とも御協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

農政水産部の皆さんの紹介につきましては、

出席者名簿をいただいておりますので、省略し

ていただいて結構でございます。

それでは、概要説明のほうをよろしくお願い

いたします。

○髙島農政水産部長 農政水産部長の髙島でご

ざいます。どうかよろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

まず、口蹄疫について御報告をいたします。

畜産農家の経営再開に向けて、安全・安心を全

国に発信するために、８月末から県内８市町で

導入しておりました観察牛につきまして、10月22

日までに全頭の安全性が確認できました。これ

を受けまして11月１日から、今回の口蹄疫発生

の中心でありました東児湯５町においても順次

経営が再開されたところであります。これから

も、本県畜産の再生・復興が早期に図られるよ

う農政水産部を挙げて取り組んでまいりたいと

存じますので、委員長初め委員の皆様には御指

導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

それでは、お手元の産業振興対策特別委員会

資料を１枚お開きいただきまして、説明項目を

ごらんいただきたいと思います。本日、農政水

産部からは、Ⅰの平成22年度新規・重点事業に
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ついて、Ⅱの農業を核とした農商工連携の取組

と今後の展開方向について、Ⅲのバイオマスの

活用についての３項目を予定いたしております。

資料の１ページをお願いいたします。第六次

宮崎県農業・農村振興長期計画の５つの柱に基

づき、農業振興に関する平成22年度新規・重点

事業等を体系整理しております。本日は、産業

振興の観点から、安全・安心・健康な食を供給

する個性あふれる「産地」づくりから２事業、

２ページの中ほどの下にございます、「環境」と

ともに歩む循環型農業づくりから１事業、後ほ

ど関係課長から説明させていただきます。

また、資料の９ページでございますが、農業

を核とした農商工連携の取組と今後の展開方向

について、また資料の14ページ以降となります、

バイオマスの活用についてにつきましても、後

ほど関係課長から説明をさせていただきます。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○郡司農産園芸課長 農産園芸課でございます。

お手元の産業振興対策特別委員会資料の３ペ

ージをお開きください。農産園芸課からは２つ

の事業について説明させていただきます。まず、

産地加工施設対応畑作農業推進事業についてで

あります。

当事業は、近年進みつつある大型加工施設の

設置を契機に、新たな産地の育成や生産体制を

強化するとともに、安全・安心な加工農産物と

してのブランドを強化し、県産農産物の販売促

進並びに新たな加工施設の設置促進による雇用

拡大を図ろうとするものであります。事業期間

は本年度から24年度の３カ年で、22年度の予算

額は758万8,000円であります。

事業は３つの柱から構成されておりますが、

現在の取り組み状況は、事業内容のところの①

の畑作農業強化事業につきましては、県域と畑

かん施設が整備されつつある県内４地域におい

て推進体制を整備いたしますとともに、加工・

業務用の実需者ニーズや機械収穫による効率化

等について研修会を開催しております。

②の安全・安心供給支援事業につきましては、

県内の９つの冷凍加工事業者による協議会を去

る９月１日に新しく設置いたしまして、残留農

薬の検査体制の強化や情報交換等の取り組みを

現在進めております。

また、③の大規模畑作経営実践支援事業につ

きましては、県内の４地域において、ホウレン

ソウ、里芋等の実践モデル圃場を合計で13ヘク

タールほど設置したところでございます。

なお、新たな冷凍加工施設設置に関する状況

につきましては、国の事業を活用して整備を進

めておりました都城市の株式会社くみあい食品

の冷凍加工施設が、本日竣工式を迎えておりま

す。試験運転を経て、12月から本格稼働という

ふうに伺っているところであります。

また、大変御心配いただきましたけれども、

経済連が西都市に設置予定の冷凍加工施設につ

きましては、今般、口蹄疫復興対策の一環とし

て国の経済対策補正予算に位置づけられており

まして、予算成立後速やかに事業に着手し、早

期の稼働を目指すこととしておるところであり

ます。

続きまして、５ページをお開きください。挑

戦！みやざき施設園芸産地改革事業についてで

あります。

本事業は、重油価格高騰を受け、高コスト構

造にある施設園芸の振興を図るため、さらなる

省エネルギー化を推進するとともに、バイオマ

ス熱源等のクリーンな新エネルギーへの転換な

ど、持続的な生産が可能で環境に優しい脱石油
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型農業への転換を総合的に推進するものであり

ます。本年度の予算額は6,732万4,000円で、平

成23年度までの３カ年事業となっております。

主な取り組みといたしましては、①の省エネ

化促進支援事業によりまして、内張２層カーテ

ンや循環扇等の省エネ設備を、事業期間２年間

で約27ヘクタール整備いたしますとともに、④

の施設園芸加温システム転換推進事業によりま

して、ヒートポンプ（農業用エアコン）をマン

ゴー、ピーマン等の作物で２年間で113台、木質

ペレット加温機を、国の事業も含めピーマンで

８台導入しております。

現在、Ａ重油の価格は直近で74.1円という状

況でございます。20年の８月ピーク時には122円

でありましたので、それからすると下がりまし

たけれども、価格高騰前の16年当時46円という

数字がありますが、それと比較すると依然とし

て高い水準にあると認識しております。今後の

重油価格の動向が不透明な中で、また、以前の

ような価格帯まで価格が下がることも想定しに

くいことから、継続的な省エネ対策の推進を図

る必要があると考えております。また、脱石油

型農業への転換は、省エネ効果のみならず、地

球温暖化防止の観点からも注目されている取り

組みです。農業分野からのＣＯ２排出削減への

取り組みとして、県内に豊富に存在します木質

あるいは畜ふん等のバイオマス燃料の導入検討

を、今後とも環境森林部等とも連携しながら進

めてまいりたいと考えております。

農産園芸課からは以上でございます。

○児玉畜産課長 畜産課でございます。

委員会資料の７ページをお開きください。耕

畜連携による資源循環型農業確立事業について

であります。

まず、事業の目的でございますが、当事業で

は、畜産・耕種部門で全国をリードいたします

本県が、さらなる耕畜連携を強化し、家畜排せ

つ物の良質堆肥化やエネルギー化を推進するこ

とによりまして、家畜排せつ物の適正な処理・

利用を図りますとともに、化成肥料や二酸化炭

素の削減など地球環境に配慮したクリーンな農

業を展開することといたしております。

右側の８ページをごらんいただきたいと思い

ます。左上になりますが、社会環境におきまし

ては、地球温暖化の防止や低炭素社会への貢献、

循環型社会の形成等が叫ばれております中、そ

の下になりますけれども、農業・農村におきま

しては、規模拡大や省エネ型農業への転換、さ

らに他産業との連携が求められております。右

上になりますけれども、本県におきましては全

国トップクラスの農業生産額を誇りますととも

に、本県が有する豊富なバイオマス資源や温暖

な気候や農地、農業技術等の農業に必要な豊富

な農業資源を活用する条件がそろっております。

そこで具体的な取り組みといたしまして、下半

分の図に示しますように、家畜排せつ物の堆肥

化利用による資源循環型農業の推進といった従

来の耕畜連携に加えまして、今後の耕畜連携で

は、畜ふん等の焼却により発生した熱や電気等

のエネルギーを工場等への動力として供給する

など、低炭素社会への貢献といった他産業との

連携も築いていくこととしております。

７ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要でございますが、（４）の事業内容のアの

都城市高城町で進めておりますブロイラー鶏ふ

んの堆肥化施設と、イの同じく都城市高城町で

の畜ふん発電施設の整備、及び②の県の環境改

善指導に係る推進事務費を合わせまして、予算

額７億2,787万5,000円を計上いたしておるとこ

ろでございます。
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畜産課は以上でございます。

○山内連携推進室長 地域農業推進課連携推進

室でございます。

それでは、農業を核とした農商工連携の取組

と今後の展開方向について御説明いたします。

委員会資料の９ページをごらんください。ま

ず、１の基本的な考え方でありますが、本県農

業の発展には、農業の潜在力をフルに活用しな

がら、２次産業や３次産業との融合等を通じま

して新たな産業や需要を創造することが重要で

あり、このため、農商工連携や６次産業化の取

り組みを通じまして、農業者の所得の拡大、新

たな市場の創出、地域雇用・就業機会の拡大を

図ることを目標にしております。

次に、２の推進体制でありますが、県農商工

連携推進会議や県農商工連携推進ネットワーク

会議によります商工観光労働部と一体となった

推進とともに、農業振興公社に窓口を整備しま

して、産業支援財団とも連携し農業法人等に対

してきめ細やかな支援を行うとともに、本年度

から、西臼杵支庁、各農林振興局段階におきま

して地域段階の推進体制を整備し、農商工連携

に係るアイデアの掘り起こしやマッチングに取

り組んでいるところであります。

10ページをごらんください。３の取組の内容

等でございますけれども、ここでは３つの視点

から、農商工連携に係る取り組みにつきまして

現状と課題とをまとめてございます。

まず、（１）の新たな付加価値によるモノ・サ

ービスづくりについてであります。これは、枠

囲みにありますように、農林漁業者と中小企業

者が連携し、相互の技術、ノウハウ等を活用す

ることで、新商品開発や販路開拓を促進するも

のであり、県下の取り組みの状況といたしまし

ては、表にありますように、ＩＴ技術を活用し

た牛の発情発見システム、鶏肉の低利用部位を

活用した加工食品づくり、地域の素材を生かし

たカレー、ドレッシングなどの開発や、銘柄豚

によります畜産の６次産業化の取り組みなど、

さまざまな事例が見られるところでございます。

今後、こうした取り組みを一層展開していく

ためにも、課題と今後の展開方向にありますよ

うに、①多様な連携軸の構築をコーディネート

いたしますマッチング機会の確保、②といたし

まして、事業戦略の策定支援を行うなど意欲的

な事業者の育成、さらに③相談体制の整備など

マッチング後のフォロー、さらには④機運づく

りといたしまして、農商工連携関連施策の制度

やメリット等の普及が必要と考えております。

また、支援制度といたしましては、①商工観

光労働部におけるみやざき農商工連携応援ファ

ンド事業を活用するとともに、推進体制で御説

明いたしましたが、地域段階におきます体制の

整備を図るため、②のみやざき農商工連携ビジ

ネスチャンス発掘事業を行っております。

11ページをお開きください。（２）の産地と食

品産業との連携強化についてであります。本県

農業の維持発展のためには、従来の施設園芸と

畜産に加えまして、土地利用型農業を拡大する

など力強い農業構造への転換が不可欠であり、

このためにも、枠囲みにありますように、畑作

農業地域を中心にいたしまして加工・業務用の

露地野菜等の生産拡大を図っているところでご

ざいます。

現在の状況といたしましては、表にあります

ように、６次産業化と核となる冷凍加工施設の

増強や建設に向けた取り組みが進められている

とともに、こうした加工・業務用需要に対応で

きる農業生産法人等の取り組みを支援する事業

の推進、産地加工施設に対応した産地育成を図
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るための実践モデル圃場の設置、さらには県内

の主立った冷凍加工業者により連携推進会議を

設立するなど、本県冷凍野菜の安全・安心確立

の推進にも取り組んでいるところでございます。

課題と今後の展開方向につきましては、①実

需者の商品企画情報の一元化と、これを生産組

織間で相互共有するなど連携体制の充実・強化

を図りますとともに、②の実需者ニーズに対応

する産地づくりといたしまして、生産性の高い

土地基盤の整備、生産技術の確立、１次加工施

設のさらなる整備促進などに取り組む必要があ

ると考えております。

支援制度といたしましては、①のみやざき発

・業務用農産物生産拡大事業、②の産地加工施

設対応畑作農業推進事業に取り組んでおります。

内容につきましてはお目通しください。

12ページをごらんください。（３）の多様な経

営資源を有する担い手づくりであります。これ

は、他産業からの農業参入など、本県農業の新

たな担い手といたしまして、企業等の持つ経営

資源を活用し、地域農業者等と連携する新しい

農産物生産や加工・販路の拡大を進めるもので

ございまして、現在の状況といたしましては、

県下では他産業から農業に参入した事例が、表

にありますように69法人ほど見られ、この数は、

例えば平成17年１月では14法人でありまして、

年々増加してございます。また、昨年12月に施

行されました新たな農地制度改革などもとらえ、

大手企業などが本県での農業参入を検討する動

きもあるところでございます。事例といたしま

して３つほど紹介してございます。東京のＩＴ

企業と地元農業者との施設トマトの共同経営に

よる取り組み、建設業者が経営多角化で農業に

取り組むもの、さらには異業種企業の共同出資

によりますワイン醸造までを含めた農業への参

入など、地域の活力となる事業の展開が芽吹い

ているところでございます。

課題と今後の展開方向でありますが、①にあ

りますように、他産業からの農業参入に当たり

ましては、地域における調和や発展が図られる

形での参入の支援が必要と考えてございまして、

（ア）の農業者の所得の向上につながる取り組

みや、（イ）の継続性、さらには（ウ）の地域の

農業者とも連携いたします地域事業体に誘導・

育成するものとし、こうした取り組みに対しま

して、②にあります企業が求める農地の集積と

確保に支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

なお、支援制度といたしまして、昨年度、宮

崎発・大地を活かす農商工連携ビジネスモデル

創出事業により基金を造成し、企業と地域農業

者が連携いたしますビジネスモデルへの支援を

行っております。

13ページをお願いいたします。４の国の動き

であります。現在、国におきましては、「農林漁

業者等による農林漁業の６次産業化の促進に関

する法律」、いわゆる６次産業化法の制定に向け

まして審議が進められております。この法律で

は、法案の概要にありますように、農林漁業者

等が単独または共同して生産と加工、販売を一

体的に行う事業活動計画を策定し、これを農林

水産大臣が認定いたしまして実現に向けての支

援措置を講ずるものとしており、農業・農村の

雇用と所得の確保を推進することとしておりま

す。

最後に、今後に向けてでありますが、農商工

連携や６次産業の取り組みにつきましては、

（１）の農業と食品産業、流通業等産業間の連

携によりまして、生産から最終消費段階までに

至る経済波及効果や雇用創出効果などの付加価
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値を県内に呼び込みます、いわゆるダイナミッ

クな取り組み、（２）にあります地域の特徴を生

かした生産から加工、販売までを一体的に行う

地域アグリビジネスを創出するなど、２つの角

度から積極的に推進を行いまして、農業の成長

産業化につなげていきたいと考えております。

説明は以上であります。

○上杉農政企画課長 それでは続きまして、資

料14ページのバイオマスの活用につきまして御

説明させていただきます。

まず初めに、１のバイオマスとはということ

でございますけれども、バイオマスとは、生物

資源（バイオ）の量（マス）をあらわす概念で

ありまして、一般的には「再生可能な、生物由

来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバ

イオマスと呼んでいるところでございます。具

体的には、太陽のエネルギーを使って生物が合

成したものであり、生命と太陽がある限り枯渇

しない資源や、焼却などをしても大気中の二酸

化炭素を増加させないカーボンニュートラルな

資源などでございます。

その下にございますけれども、バイオマスの

種類といたしましては、家畜排せつ物などの廃

棄物系のバイオマス、また稲わらなどの未利用

バイオマス、さらにサトウキビなどの資源作物

がございます。

次に、ページ下の２のバイオマス利活用によ

る効果でございますが、バイオマスを利活用す

ることによりまして、地球温暖化の防止や循環

型社会の形成、また、全く新しい環境調和型産

業と新たな雇用の創出、農山漁村の活性化など

の効果が期待されるところでございます。

次に、資料の15ページをお開きください。一

番上の３の主なバイオマス資源の国内の状況で

ございますが、家畜排せつ物が約8,700万トン、

食品廃棄物が約1,900万トン、林地残材が約800

万トンとなっているところでございます。

次に、その下の４の本県のバイオマスの取組

状況についてでございます。まず、本県では、

家畜排せつ物や焼酎かす、木材など豊富なバイ

オマス資源を有しており、１）の本県の発生状

況について見ますと、家畜排せつ物が約385

万6,000トン、食品廃棄物が約36万2,000トン、

林地残材が約57万8,000トンとなっている状況で

ございます。

次に、その下の２）のバイオマスタウン構想

策定市町村についてでございますが、国におい

て、バイオマスの利活用を進めるに当たりまし

て、市町村が中心となって地域のバイオマス利

用の全体プラン、いわゆるバイオマスタウン構

想を作成し、その実現に向けて取り組む地域に

積極的な支援、例えばバイオマス利活用交付金

による支援などを行っているところでございま

す。平成22年７月末現在では全国で283地区が策

定をしておりまして、本県におきましては小林

市以下６市町が策定をしているところでござい

ます。

続きまして、その下の３）の主な利活用状況

についてでございます。家畜排せつ物利用につ

きましては、写真の左側にございますとおり、

みやざきバイオマスリサイクルの鶏ふん利用発

電施設や、焼酎かすの利用といたしましては、

写真の右側の霧島酒造のメタンガス利用施設な

どが県内で稼働しているところでございます。

また、その他の施設といたしましては資料の17

ページに一覧表にしてまとめてございますので、

後ほどごらんいただきたいと思います。

次に、16ページをごらんください。５の利活

用の課題についてでございます。現在、海外か

らの輸入配合飼料価格や重油価格の高騰が続い
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ておりまして、これに対応するために食品残渣

の飼料化や木質ペレットなどによるハウス暖房

石油代替試験等が緊急的な課題となっておりま

す。そこで、本県の豊富なバイオマス資源を有

効活用することが期待されるところであります

が、そのためにはバイオマス原料をいかに安定

的に供給できるかという体制づくりが必要であ

ります。また、バイオマス燃料を普及するため

には、供給価格のさらなる低コスト化が求めら

れておりますので、県といたしましても、これ

まで以上に関係機関と一体となった取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

以上で、バイオマスの活用についての説明を

終わらせていただきます。

○新見委員長 以上で執行部の説明が終わりま

した。

委員の皆さんから御意見、また質疑等があり

ましたら出していただけますでしょうか。

○濵砂委員 ６次産業化ですよね、冷凍加工施

設等含めて。従来の農産物というのは、生鮮物

は特に生鮮さを売り物に競争しています。日本

列島ですから、それぞれの地域差の中で地域の

特色を出しながら市場で競争してきたという経

過です。悪いというわけではなく、当分はこれ

でいいのかもしれませんが、冷凍加工施設等非

常に地域にとってはありがたいことなんですけ

れども、加工品として国外商品と競争するとい

う形になっていくわけですよね。今は外国から

加工品が入ってきて非常に低価格で販売されて

おり、取引されています。その競争に日本の加

工品が乗るわけですから、将来、加工品同士で

市場競争したときに、日本の６次産業化と言わ

れる加工商品が競争できるのかなという不安も

あるんですが、どんなものなんですか。

○郡司農産園芸課長 加工品については、特に

冷凍物は中国等々からの輸入が非常にたくさん

ございます。６万トン程度あると言われていま

す。我が県でも既に7,000トンぐらいは生産して

いますが、確かに外国産のものは低単価で入っ

てきているという事実はあります。それと国産

品が競争するということになれば、何らかの特

徴が必要だと考えます。今回の事業の中で安全

・安心ということで残留農薬の検査等々やると

いう話をしていますが、そういう付加価値をつ

けるとか、国産ならではの価値をどこかで訴え

ないと、価格競争では、外国産には今の段階で

は太刀打ちできない現状だと思います。そうい

う中で、今回、９事業者で協議会をつくった話

をしましたけれども、ここでお話をしているの

は、売り先として病院給食とか学校給食、ある

いは生協等の、安全・安心等国産に対する気持

ちが強いところをターゲットとしてねらいなが

ら、外国産とのすみ分けはしていく必要がある

だろうと考えているところです。

○濵砂委員 個人と業者、いわゆる外食産業の

加工品の消費割合がどの程度になっているのか

というところですよね。学校とか病院はそういっ

たものを重視するところもあるかもしれません

が、一般の外食産業というのは低コストを追求

していきますから、割合がどうなのかというの

と―悪いというんじゃないんです。これはい

いことなんですが、将来の競争に向けたときに、

果たしてこの方向がいいのかなという気もする

ものですから、流通ルートの開拓をもう少し、

新鮮なものを新鮮な野菜として競争させる、こ

れは乗ると思うんです。ところが、加工品同士

の競争になったときに、今はいいにしても、将

来どうなのかなという不安があるものですから、

その辺はどうなのかなという気もするんです。

割合はわかっていますか。



- 9 -

○郡司農産園芸課長 現在、家庭消費の中での

加工品の割合は生鮮と同等程度、過半を占める

ところまで来ております。我々の生活を振り返っ

ても、里芋を一から家庭でむくというようなこ

とではなくて、冷凍された里芋を活用するとか、

そういう事案は非常にふえております。御指摘

のとおり、業務用では加工品の比率が圧倒的に

高いという状況があります。そういう中で一般

家庭の中でも非常に加工品を使う割合は高まっ

ていますので、そういう消費者に向けて国産の

価値をアピールしていくということが一つ重要

だと思います。

それと、国外との戦いにおいてはそうでしょ

うけれども、国内において加工品をつくるとい

うのは、生鮮でしっかり売っていくということ

の問題では、ハウス物は生鮮物で勝負できると

思うんです。土地利用型の話が出ていましたが、

露地野菜においては、輸送費の問題もあります。

産地で加工して付加価値をつけて売っていくこ

とが、将来的には大きなメリットにつながるの

ではないか、そんなふうに考えているところで

す。

○濵砂委員 宮崎県の農業のネック、九州も北

海道も農業のネックは流通なんです。流通コス

トが高過ぎるというネックの部分とこの投資額

との差がどのくらいあるものかと思うんです。

何十億、何百億という投資を今までずっとして、

これからもこの施設に投資していくということ

は、外国商品との競争、国内商品との競争を発

生させるということなんですが、生鮮さを売り

物にしていくというのは、流通に金を入れたほ

うがいいのか、工場に金を入れたほうがいいの

か、宮崎県の農業にとってどっちがいいのかと

いう話なんです。私もわからんものですから、

不安な部分があるなと思って質問したんですが、

その辺はどんなですか。

○郡司農産園芸課長 二者択一のどちらかに答

えがあるというよりも、品目とかそれぞれの商

品の特徴、単価も含めてですが、競争相手とな

るものと十分競争できる体制なのかどうかを検

討する中で、これについては私たちももう少し

勉強しないとわからないところはあります。た

だ、どちらか一方が答えであるということでは

ないような気がいたします。

○濵砂委員 そう言われるのなら、５～６年は

いいかもしれません。ところが、日本の加工冷

凍食品が流通に乗って競争を始めたとすると、

日本の企業は必ず外国に行って加工品をつくり

ます。そのときに、何年かはいいかもしれんけ

ど、将来、10年、20年先ではこれが本当にもの

になっていくのかなという不安があるんです。

○星原委員 今の関連ですが、宮崎は国内でい

けば大消費地から遠隔地ですよね。生鮮物では

どうしても負けてしまうわけです。どうしても

加工にある程度持っていって競争するしかない

と思うんです。ですから、私は加工することは

大賛成なんですが、今出ているような課題もあ

るわけです。今は素材を市場に出して流してい

たのを加工して乗せる、これはいろんな形で全

国どこもやることだと思うんです。それに勝て

るのかどうか。もう一歩踏み込めないのかなと

いう思いがあるんです。というのは、宮崎県は

野菜とか畜産物とか素材があるわけですから、

例えば牛肉を、ステーキあるいはしゃぶしゃぶ、

焼き肉にするように加工した肉と、それに使う

野菜をセットにして商品化していく。そのため

には加工技術とか冷凍技術、最終的には販路を

どうするかという問題があると思うんです。外

国から単品の野菜の冷凍物で入ってくるものに

対して、単品同士の競争では勝てないんじゃな
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いかという気がするんです。だから、１つの製

品化した形で持っていく研究をすべきであって、

そこまでしてインターネットなりスーパーなり

いろんな形で直接送り出していって消費者に渡

す、そうすると流通の部分の経費が省ける、あ

るいは大き過ぎたり折れたりしていたものも、

加工すれば生かせるわけですから、そういう部

分が農家に入ってくる。最終的には農家をどう

やって育てるか、所得をふやすかということだ

と思うんです。

今までみたいに後継者とか担い手とかいろん

な事業に使うよりか、農家の所得がふえれば農

業をする人たちは生まれてくると思うんです。

どこかで発想、考え方を変えていくやり方はで

きないのかなと常々思っているんです。今回こ

ういう形で加工施設なんかにいろいろやってい

くのであれば、もう一歩踏み込んだ、製品化ま

で一つの形に考えていけば、いっぱいあると思

うんです。宮崎県には豚でも牛でも鶏でも肉が

豊富なわけですから、そういう形でいろいろ取

り組んでいければ、単品勝負じゃなくて製品化

の勝負ができるんじゃないかという気がするん

ですが、そういう検討とか研究はなされてきて

いるんですか、どうなんですか。

○山内連携推進室長 今、委員御指摘のような

取り組みですけれども、現在、県下に農業法人

が598社ほどございます。昨年、575社からアン

ケート調査等行いまして、農商工連携とか、今、

委員がおっしゃったような取り組みについての

関心度を調査してございます。その中で、農業

法人の６割以上が商工業者との連携によりまし

て新しい商品やサービスづくりを志向している、

そういうニーズ、潜在性がございます。冒頭の

推進体制でも御説明いたしましたけれども、現

在、農業振興公社が産業支援団体と一緒になり

まして法人等の企画指導・支援を行ってござい

ます。まだまだ点としての取り組みでございま

すので、各地域段階にも体制を整備して面的な

取り組みを進めようとしております。そういっ

た商品づくりについては、ニーズというか意向

がかなり強いと考えております。

○星原委員 これからどこもそういう方向に向

かうんじゃないかという気がするんです。今、

貿易自由化の問題も出ていますからね。そうす

ると、国内の競争と国外との競争が生まれてく

る。そういう中で安定した農家所得、あるいは

工場経営がうまくいくためとか、そういうとこ

ろまでひっくるめて考えないとなかなか厳しい

んじゃないか。ですから、ただとれた野菜を冷

凍して単品で売っていくのはなかなか厳しいよ

うな気がするんです。もうちょっとその辺に工

夫というか先取りというか、何か考えられない

かと思っていますので、ぜひそっちの面の検討

してもらうことを要望しておきます。

○福田委員 農産加工については、本県は以前

から取り組んできて、うまくいかなかったケー

スがありますが、成功しているケースもありま

す。今度の加工野菜で、今ずっとお話を聞きな

がら考えたんですが、くしくも今から40年前に

行政主導で、今は立派な会社になっています、

サンフード工業というのを清武につくったんで

す。これが宮崎県の加工野菜の第１号だと考え

ております。大阪の紡績会社が経営されて、そ

れに県内のＪＡ等の資本が参加してやりました。

途中でぽしゃって投げ出しました。その後、日

本の冷凍加工のトップブランドであるニチレイ

ブランドに変えて、ニチレイの下請工場として

今成功しています。これは郡司さんの地元にあ

りますからよく知っていると思いますが、これ

が１つ。それから、ミカンの過剰期にジュース
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工場をつくりました。これも途中で大変な目に

遭いました。私は役員しておりましたからよく

当時を思い出すんですが、これも途中でぽしゃ

りました。しかし、何とか立ち直りました。こ

れもやはり日本のトップブランドの飲料メーカ

ーの下請をすることによって経営が安定しまし

た。今までの加工食品の歴史をずっとたどって

みると、最終的には基礎需要をしっかり県内で

押さえないと打って出られないと思いました。

ジュースだって、以前はそんなに県内での一定

の需要はありませんでした。学校給食を初め県

民の支持を得て県内で一定の需要をつくりまし

た。これはコストの部分ですね。それから冷凍

野菜にしても食肉にしてもそうです。

工場は、今回、皆さんの努力で予算が補正で

確保できて、20億近い金をかけてつくるわけで

すから、最先端の工場ができると思います。も

ちろん原料も生産技術もありますからできます。

問題はベースになる販売をしっかり県内で確保

して、そして県外に打って出る、その対策は北

海道が参考になると思います。北海道の産地を

見ますと、基礎の消費のベースは道内で賄って、

その上積みを、悔しいんですけど、国内のトッ

プブランドを頼っています。例えばジャガイモ

のチップにしてもカルビー食品のブランドを

使ってやっています。ぜひ基礎の県内需要を行

政としてしっかり確保していただきたい。後は

それができれば軌道に乗ると思います。過去の

事例からして、ぜひ基礎需要を行政としてしっ

かり後押しをしてもらいたい。これは県内でで

きることですからね。そのあたりが加工野菜冷

凍企業のかなめになるのかなと考えております。

いかがお考えでしょうか。

○郡司農産園芸課長 販売に関しての件です。

どこらあたりに売っていくのかということです

けれども、単体の企業で全体をやっていくとい

うのは非常に難しい問題がありまして、今、９

つの冷凍加工施設で協議会をつくった話をしま

したけれども、そこで見てみますと、新サンフ

ード工業はニチレイとか、丸紅食品とか日生協、

菱食という三菱系の会社、ノースイという冷凍

加工会社、ここらあたりとしっかりタッグを組

んで全国には物を送っていくことが必要だと思

います。

それともう一つ、御指摘があったとおり、県

内で安全な地元産の野菜を使った加工品である

ということをしっかりＰＲして、加工品におけ

る地産地消というんでしょうか、そういうこと

もあわせて推進する中で工場の稼働も軌道に乗

せていく必要がある、そのことがひいては農家

所得の向上にもつながるだろう、そんなふうに

考えているところです。

○福田委員 ぜひその取り組みをお願いしてお

きます。以上です。

○山下委員 関連で農商工連携ですけど、今、

産業支援財団で、中小企業と農業法人とがコラ

ボする際の窓口になっていただいていると思う

んですが、どれぐらい申し込みがあるんですか。

○山内連携推進室長 ９ページにありますよう

に、産業支援財団と農業振興公社等が連携して

農商工連携に取り組む企業相談とか法人相談を

やっておりますけれども、今年度から産業支援

財団のほうに、経産省の事業を受けまして中小

企業応援センターということで、その構成員の

中に公社も入って取り組んでおります。今年度

の相談状況は手元にございませんけれども、昨

年度、農業振興公社は、産業支援財団と連携し

て、66社、年間114回ほどの支援活動を展開して

ございます。

○山下委員 連携というのは、農家所得を上げ
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るための一つの取り組みだろうと思うんです。

されど中小企業も、ほかの企業との競争ですか

ら、原価をいかに抑えて物を買うかの仕組みが

必要だろうと思うんです。実は都城で農業法人

と事業所との相談を受けて、財団の方に私もお

会いしていろいろ目的やお話を聞いたところで

すけれども、非常に大事だろうと思うんです。

農家所得をどれだけ上げるかということでこの

仕組みが成り立っていると思うわけです。環境

整備でしょうか、中小企業のほうも流通形態に

乗せないと継続はできないわけですから、しっ

かりと現状を把握してほしいということをお願

いしておきたいと思います。

それと、実はきのうも地域の中での転作関係

で話をしたんですが、いわゆる大豆です。都城

も転作作物でかなり大豆を植えられて、地域お

こしの中で、「何をやろうか」「豆腐をつくろう」

という話になりまして、市場調査をしてみたん

ですが、地元でとれた大豆で豆腐をつくると、

原価を入れると１丁当たり120円以上で売らない

と採算ベースに乗らないというんです。市場で

売っている外国から輸入した大豆でつくってい

る豆腐は65円ぐらいであるというんです。この

差をどうやって消費者の人たちが理解してくれ

るか、非常に難しい問題があると思うんです。

こだわり商品で130円、140円の豆腐を買ってく

れることが定着してくるのか、つくった大豆を

地元の中でどうやっていくかという問題が非常

にあるなということが１つ。

それと先日、テレビを見ていましたら、栽培

して米粉をかなりつくっているんですけど、結

局、小麦粉との値段差が３倍ある。米粉をつくっ

ても市場に流通しない、そのことが大きな課題

だということが言われていたんです。こういう

問題整理もしていかないと、本県の農業振興と

いうのは非常に問題になってくるのかなと思う

んですが、現状分析、その辺をどう考えておら

れるかお聞きしたいと思います。

○郡司農産園芸課長 まさに御指摘のとおり、

大豆、米粉いずれの品目についても―米粉の

場合は小麦粉との競争ということですけれども、

外国産の同等の機能のものとのコスト競争では

不利な立場にあるということです。大豆、米粉

一緒だと思うんですが、消費者に国産のよさ、

地元のもののよさをアピールできるか、セール

スポイントをどうつくっていくのかというとこ

ろが最大のポイントになるんだろうと思います。

運動論としてやっている地産地消というのもご

ざいます。国産がいいということの裏づけ、こ

の事業では残留農薬の検査等々通じて安全・安

心ということを訴求しておりますけれども、さ

らに機能性とか、外国産よりもここがいいとい

うところを、まだまだ研究の中で発掘していく

必要がある。そのことを消費者にしっかり訴え

ていく中で競争力をアップしていくことが、御

指摘のとおり大変重要な課題であろうと考えて

おります。

○山下委員 豆腐を大豆をつくってやろうとい

うことになったんですが、値段差なんです。弁

当事業をやっている人たちが「１日60丁買いま

すよ。じゃ値段は何ぼにしてくれるの」と。地

場でとれた大豆で豆腐が欲しいというんです。

だけど、商品化して売るときに、値段勝負になっ

たときにどうしても使えないというんです。そ

のことを研究して何らかの対応をやっていかな

いと、せっかく大豆をつくっても、加工して売

るときに売れないと。昨年も都城農協もかなり

大豆をつくっていたけれども、倉庫に入れ込ん

だままでなかなか売れなかった。つくったもの

をどう流通に乗せるかということが課題だろう
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と思っておりますから、ぜひともまた研究して

いただくとありがたいと思います。以上です。

○新見委員長 ほかにございませんか。

ないようですので、以上で終わりたいと思い

ます。

執行部の皆さん、大変に御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時55分休憩

午前11時０分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

商工観光労働部においでいただきました。概

要説明をお願いいたします。

○渡邊商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、お配りしております委員会資料の表

紙の下のほうに目次がありますが、農商工連携

の取組と課題について、県産品の販路拡大につ

いて、宮崎県地域産業集積・活性化基本計画の

３項目につきまして御説明させていただきます。

担当課長より説明いたしますで、よろしくお願

いします。

○冨髙工業支援課長 それでは、特別委員会資

料の１ページをごらんいただきたいと思います。

工業支援課から、農商工連携の取組と課題につ

いて御説明をいたします。

まず、１の農商工連携に対する基本的な考え

方であります。農商工連携は、農林漁業者と中

小企業者が連携し、相互の技術・ノウハウ等の

経営資源を活用して新商品、新サービスの開発

・販売等の取り組みを推進し、地域経済の活性

化を目指すものでございます。商工観光労働部

といたしましては、豊富な農林水産資源を生か

しました農商工連携の取り組みを支援するだけ

でなく、受け皿となります食品産業の活性化も

あわせて推進したいと考えております。

続きまして、２の推進体制等であります。県

庁内の推進組織であります宮崎県農商工連携推

進会議と、全県的な推進組織であります宮崎県

農商工連携推進ネットワーク会議を設置いたし

まして、庁内関係各部や関係機関・団体等との

連携を密にしながら農商工連携の推進を図って

いるところでございます。

次に、相談機関でございます。本県では、中

小企業の新事業展開や事業承継などをワンス

トップで支援する中小企業応援センターが２カ

所採択されておりまして、農商工連携の相談に

対応しているところでございます。なお、本年

８月に宮崎市内に開設されました中小企業基盤

整備機構の常設相談窓口に毎月２～３回、農商

工連携の専門コーディネーターが来所すること

になりましたので、この機会を活用してより一

層相談対応を進めたいと考えております。

２ページをごらんください。３の農商工連携

に関する主な取組状況と課題であります。（１）

の法に基づく国の事業計画認定でありますが、

これは、農林漁業者と中小企業者による連携体

が、農商工連携の取り組みにつきまして国に申

請し認定を受けた場合に、補助金や融資、減税

措置など法に基づく支援措置が受けられる制度

でございます。

次に、課題でございますが、中段の表にあり

ますとおり、現在、本県では、事業計画が４件、

支援計画が１件の認定を受けております。この

件数に関しましては、鹿児島県や熊本県に比べ

るとまだ少ない状況にございまして、同じ農業

県である本県といたしましては、今後努力する

必要があるというふうに考えております。

続きまして、（２）の「みやざき農商工連携応

援ファンド」による支援措置であります。産業
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支援財団に設置いたしましたファンドの運用益

を活用し、農林漁業者と中小企業者の連携体が

取り組む商品開発や販路開拓、新技術の開発等

の取り組みを支援する事業でございます。平成22

年度の予算と対象となる事業については、記載

のとおりとなっております。

また、平成22年度の事業採択結果につきまし

ては、次の３ページ、参考の一覧表に記載して

いるところでございます。４月に第１回、10月

に第２回の公募を行いまして、合計16事業、3,638

万3,000円の交付決定をいたしたところでござい

ます。

恐れ入ります。２ページに戻っていただきま

して、下のほうの課題でございます。公募も先

ほど申しましたように４回ということになりま

して、応募数も比較的安定してくるなど、事業

は着実に定着していると考えておりますが、さ

らに優良案件の掘り起こしに努める必要がある

と考えております。また、農商工連携の相談に

現場で対応しております財団のほうに伺います

と、連携相手の選定や連携体の構築など、事業

者のマッチングには調整に十分な時間が必要で

あるということでございまして、早い段階から

の相談対応が必要であると考えているところで

ございます。

次に、再度３ページをお開きいただきたいと

思います。下のほうにあります（３）の食品産

業活性化対策事業による支援措置であります。

本県は、豊富な農林水産資源を有する一方で、

食料品製造業は製造品出荷額等で全業種中最大

となっているなど、中核産業として一定の集積

も見られるところでございます。そこで本年の

新規事業で、県内食品加工業者に対する支援を

総合的に行うことにより本県農産物の高付加価

値化を進め、食品産業の高度化や新事業の創出

を図っているところでございます。

次に、４ページでございます。取組内容であ

りますが、これにつきましては表に記載してい

るとおりの内容で事業を進めているところでご

ざいます。

次の課題でございます。県内の食品産業は食

肉処理関係が多く、最終製品の生産が少ない状

況にございます。また、小規模事業者が多いた

め、商品の開発力や県外での営業力も若干弱い

状況にございます。特に県内の農産物を活用し

た商品開発につきましては、加工原料となるペ

ースト、乾燥粉末等の１次加工品の県内供給体

制の確立が求められておりまして、事業者の育

成や加工技術の向上が必要となっていると考え

ております。

参考のその他の取組でございます。表にあり

ますとおり、国や関係団体等の取り組みにより

まして、農商工連携に係る地域リーダーの育成

や講演会を行うこととしております。

最後に、４の課題解決に向けての取組方針で

ございます。まず、①事業案件のステップアッ

プであります。地域の中小企業が取り組むビジ

ネスアイデアを具体化する経営革新事業の計画

をさらにブラッシュアップするとともに、農商

工連携応援ファンド等の活用をしながら試作品

の開発を行い、国の事業計画認定へステップアッ

プを進めたいと考えているところでございます。

次に、②の事業者間のマッチングの促進であ

ります。現在の推進体制を通じて情報の収集に

努めるほか、農政水産部が本年度から地域単位

で実施する推進会議と随時情報交換を行うこと

にいたしております。また、支援機関でありま

す産業支援財団と農業振興公社を窓口として、

相談対応や連携相手とのマッチングを推進して

いくとともに、引き続き事業者向けのＰＲを行っ
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てまいります。

最後に、③の食品産業の振興であります。食

品開発センターや大学等と連携しまして食品産

業の技術開発を支援するとともに、引き続き、

食品関係企業の新商品開発、販路開拓等に対す

る支援を行ってまいります。また、産地と食品

メーカーを結びつける１次加工の技術開発や技

術移転を通じまして、これらの１次加工の事業

者の育成を図ってまいりたいと考えております。

工業支援課の説明は以上でございます。

○金子商業支援課長 商業支援課でございます。

委員会資料の５ページ、県産品の販路拡大に

ついて御説明いたします。

１にありますように、県におきましてはこれ

まで、社団法人宮崎県物産貿易振興センターと

連携しまして県産品のさまざまな販路拡大策を

展開し、県内企業の支援を行ってまいっており

ます。まず、①のアンテナショップであります

が、宮崎、新宿、大阪、それと本年４月に開設

した福岡市天神の４カ所で展示販売を行ってお

ります。各店舗の売上額を下のほうに参考とし

て掲げておりますが、19年度から21年度にかけ

まして、知事効果や県庁ツアーにより宮崎物産

館が特に大きな伸びを示しておりましたが、今

年度は口蹄疫による来館者の急激な落ち込み等

が影響しまして、９月までの半年間の累計で比

較しますと対前年比で約25％の減となっており

ます。

次に、②の物産展・商談会につきましては、

東京、大阪の百貨店等での大規模な物産展や食

品中心のミニ物産展を開催しますとともに、流

通関係者等を本県にお招きしまして県内企業が

直接売り込みを行う商談会等を開催しておりま

す。

次に、③の商品開発支援では、県外流通企業

バイヤー等を招いての商品開発の指導、商品力

や関係法令の厳格な審査をクリアした優良県産

品を県として推奨すること等によりまして、商

品開発の支援をいたしております。

次に、④の東アジアでの物産展、海外商談会

につきましては、宮崎県産品東アジア販路拡大

戦略に基づきまして、台湾、香港、シンガポー

ルの量販店でのフェアの開催、香港の商談会へ

の参加支援等によりまして、県産品の海外への

販路拡大を図っております。

以上のような取り組みを通じまして国内外へ

の販路拡大を積極的に図っておりますが、御案

内のとおり、長引くデフレ不況、あるいは消費

の低迷、さらには国際間・地域間競争の激化等

によりまして、物産貿易の振興をめぐる環境は

大変厳しい状況にあります。

それらを踏まえまして、２に課題と今後の対

応を整理しております。

まずは、課題の１つ目、県産品の定番・定着

化の促進であります。物産展や商談会をきっか

けとして多くの量販店との定番取引が成立し常

時販売されることを最終的な目標としておりま

すが、現状としましては、ギフト商品等でのス

ポット的な取引はあっても、なかなかその先の

定番・定着化まではつながっていない状況にあ

ります。このため物産展につきましても、多額

の経費がかかる本県の単独開催よりも、集客力

の高い九州展とか、費用対効果の大きいミニ祭

事へ軸足を移していきたいと考えております。

また商談会につきましても、年１回の地元開催

という方式ではなく、首都圏等で開催される複

数の大規模な商談会への参加を希望する意欲的

な企業を後押しする方式に改めるなどの見直し

を行いたいと考えております。

次に、販売促進の柱となっておりますアンテ



- 16 -

ナショップにつきましては、福岡に次ぐ大都市

での多店舗展開、あるいは店舗外での外販・外

商機能の強化、インターネットやカタログを活

用した販売など多様な形態での販売促進策を講

じることによりまして、売り上げの高どまりを

維持したいと考えております。

次に、意欲的な企業の掘り起こしであります

が、厳しい競争に勝ち抜くため、みずからリス

クをとって主体的に国内外に打って出ようとす

る意欲的な企業を１つでも多く発掘し育成して

いくことが不可欠であると考えております。企

業の主体性を重視した施策を展開してまいりた

いと考えております。

次に、東アジアへの販路拡大推進であります

けれども、国内市場が今後縮小する中で、地理

的にも近く、急速な発展で富裕層、中間層が増

加しております東アジアは、大きな可能性を秘

めた魅力的な市場と認識しております。その一

方、輸入の規制、あるいは関税障壁、輸送コス

ト、商慣習の違いなど、国内とは比較にならな

いほどさまざまな課題やリスクも抱えている現

実もございます。従来の物産展や商談会の参加

に加えまして、このたび、中国上海市の量販店

に県産品の常設棚を設けまして市場調査の機能

を持たせるべく、現在、年度内の開設に向けた

準備を進めているところでございます。

続きまして、課題の２つ目、県産品のブラン

ド力の向上であります。これまで、知事のトッ

プセールス等によりましてマンゴーあるいは地

鶏といった農産品の認知度が全国的に高まり、

それらを用いた加工品がアンテナショップや物

産等での売れ筋商品となっております。今後一

層の販路拡大のためには、市場のニーズをとら

えた競争力のある、宮崎らしい売れる商品づく

りが不可欠であると考えておりまして、商品の

企画、生産、販売に至るまで一貫した専門家に

よる助言・指導、優良県産品推奨制度の活用等

によりまして、商品力、ブランド力の向上を目

指してまいりたいと考えております。

最後に、３つ目の課題、県物産貿易振興セン

ターの経営安定化であります。センターは、県

産品の販路拡大と商品開発を支援し、地場産業

の発展に貢献する公益団体として大変重要な役

割を持っております。先ほども御説明申し上げ

ましたが、ここ数年の売上額の大幅な伸びで収

益も一定額確保しておりましたけれども、今年

度の売り上げの落ち込みもあります。また昨今

の経済情勢等もありまして、今後の経営を取り

巻く環境は厳しさを増すものと認識しておりま

す。このため、中長期にわたる経営安定化のた

めに、効果的な販売促進策の展開によりまして、

自主財源であります手数料の確保に努めますと

ともに、経費の徹底した見直し、あるいは事業

の選択と集中に取り組むこととしております。

県といたしましても、センターの公益的な役割

に十分配慮しながら、しっかりと連携・協調し

て県産品の販路拡大を図ってまいりたいと考え

ております。以上であります。

○山口企業立地課長 それでは、宮崎県地域産

業集積・活性化基本計画について御説明させて

いただきます。委員会資料の６～７ページに概

要を取りまとめておりますので、こちらの資料

で御説明させていただきます。なお、８ページ

以降に基本計画そのものを掲載いたしておりま

す。

それでは、委員会資料の６ページをごらんい

ただきたいと思います。まず、１の計画の位置

づけでございますが、平成19年６月11日に施行

されました企業立地促進法に基づき策定した計

画でございます。本県の企業立地におけるマニ
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フェスト（基本方針）に相当する計画というふ

うに考えております。この計画の策定に当たり

ましては、平成19年10月に産学官による宮崎県

地域産業活性化協議会を設立いたしまして、平

成20年２月14日に開催しました協議会総会で取

りまとめを行い、同年３月25日に経済産業省ほ

か関係省庁から同意を得たものでございます。

次に、２の計画策定のメリットでございます。

詳細につきましては後ほど御説明いたしますが、

企業立地の設備投資に対する課税の特例措置や

自治体への地方交付税による減収補てんのほか、

計画に基づく企業誘致活動や人材育成に対する

国の補助など、各種の支援を受けることができ

ます。これらの支援は、当面の目標であります

新規立地企業100社の実現に向けて大きな効果が

あるものと考えております。また、協議会の構

成員であります県、市町村、関係機関・団体が、

共通の目標を持って効果的な企業誘致活動を展

開することができると考えております。

次に、３の計画の概要でございます。（１）の

集積区域につきましては、本計画において産業

集積を図る地域のことでございますが、工業用

地の確保が困難でございました４町村を除く県

内22市町村に集積区域を設定したところでござ

います。

次に、（２）の集積業種でございます。本計画

では、産業集積を図る業種として、既に一定の

集積が進み今後も成長が見込まれますことや、

県内の豊富な地域資源を有効に活用する観点か

ら４つの分野を設定しております。まず１つ目

が輸送機械関連産業でございます。本県ではこ

れまで、ホンダロックや住友ゴム工業といった

自動車関連企業や、宮崎ジャムコなどの航空機

関連企業が立地をしておりまして、さらに、東

九州自動車道の整備の進展に伴い物流環境の大

幅な改善が期待されているところでございます。

現在、自動車産業は、電気自動車など次世代自

動車の台頭や急激な円高など大きな変革の時期

に来ておりますが、東九州自動車道の整備進捗

に伴う物流環境の改善等を生かしまして、集積

が進んでおります北九州との連携を図りながら、

新たな集積と既存企業の事業拡大を図ることと

しております。

２つ目が電子・精密関連産業でございます。

これまで県央地区を中心に、ソーラーフロンテ

ィアやSUMCO TECHXIVなどの電子部品及び電気機

械関連企業が集積をしており、県北地区におき

ましても旭化成を中心として電子分野のエレク

トロニクスなどが成長分野となっております。

また、医療用機器の分野において、県央地区の

バクスターやワコーケミカルに加え、県北地区

では旭化成クラレメディカルや東郷メディキッ

トなどの集積が進んでおります。このようなこ

とから、既に一定規模の集積が進んでおります

電子部品・デバイス関連産業や医療用機器等の

精密機械関連産業のさらなる集積と、既存企業

の事業高度化を図ることとしております。

３つ目がバイオ関連産業であります。本県は

全国有数の農業県でありますとともに水資源に

も恵まれ、食肉加工工場や飲料工場等の食品関

連産業の集積が全県的に進んでおります。また、

豊かな森林資源を活用した地場産業や紙製品等

の産業も盛んでございます。このようなことか

ら、本県の豊富な農林水産資源を活用した食品

関連産業や木材関連産業の高付加価値化、また

産学官連携事業等で研究を続けておりますバイ

オテクノロジー部門の応用が見込まれます健康

・医療、また環境エネルギー関連産業など、新

事業創出などを通じ集積拡大を図ることとして

おります。
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４つ目がＩＴ関連産業でございます。近年、

本県にはコールセンターの立地が進展しており、

これらの企業が立地した要因として、良質な労

働力、県内に整備された高速情報通信インフラ、

空港から市街地へのアクセスのよさなどが挙げ

られております。また、本県の豊かな住環境は、

ＩＴ関連産業特有のストレス解消の観点からも

評価をされておりまして、このような本県の豊

かな住環境や高速情報通信インフラ、空港への

アクセスを生かしたコールセンター、ソフトウ

エア開発産業など、新たな集積と既存企業の活

性化を図ることとしております。

次に、（３）の計画期間、（４）の主な成果目

標についてであります。本計画は、同意の日か

ら平成24年度末までの５年間の計画としており

ますが、目標値といたしまして、企業誘致件数125

社、最終雇用予定者数5,000人としております。

これは、新みやざき創造計画で目標を設定して

おります新規立地企業100社との整合性を図るこ

とから、５年間に引き延ばしをいたしまして125

社としているものでございます。また、最終雇

用予定者数につきましても、商工観光労働部で

計画策定時に目標としておりました単年度1,000

人をもとに、５年間で5,000人としたものでござ

います。製造品出荷額につきましては、国から

の指導等によりまして、５％アップ、金額にし

て634億円の増額を目標としたところでございま

す。

次に、（５）の目標達成に向けた主な施策とい

たしましては、工業団地等の産業用共用施設の

整備や人材の育成・確保、また、企業の技術高

度化支援や戦略的な企業誘致活動の推進などの

施策を、関係機関等と連携して進めることとし

ております。

次に、７ページをお開きください。国の主な

支援措置等でございます。まず、（１）の事業者

への支援でございますが、国税の特別償却につ

きましては、取得価格について一定の要件を満

たす場合、償却資産に対しまして、通常の減価

償却に加え、建物等の８％、機械装置について

は15％について特別償却を認めております。②

の地方税の減免につきましては、減免の要件、

率等については各自治体がそれぞれ設定をする

ものでございますが、県におきましては不動産

取得税の課税免除を実施いたしており、市町村

におきましても固定資産税の減免等を実施して

おります。３の政府系金融機関による超低利融

資制度の活用につきましては、企業が必要な設

備資金や運転資金について、日本政策金融公庫

から借り入れる際に低利で融資を受けることが

できることとなっております。

次に、（２）の自治体への支援についてでござ

いますが、①の地方税減収分に対する補てん措

置は、企業立地計画に基づく地方税減免を実施

した地方自治体に対しまして、減収分の75％に

ついて交付税措置による減収補てんが実施され

ることとなっております。次に、②地方税増収

分に対する特別交付税措置でございますが、固

定資産税の増収５％について、これも交付税措

置がされることとなっております。

次に、その他の支援でございますが、協議会

の構成員が実施します事業に対しまして行う支

援でございます。①の人事育成研修事業等への

補助によりまして、ものづくり人材の育成、Ｉ

Ｔ人材の育成を実施しております。次に、②の

貸工場・研修施設等整備への補助につきまして

は、今年度、宮崎県ソフトウエアセンターのイ

ンキュベーション施設の整備を実施していると

ころでございます。③の企業誘致活動への補助

につきましては、産業支援財団と県が連携いた
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しまして、東京、大阪、名古屋、福岡に誘致コ

ーディネーター５名を配置しているところでご

ざいます。

次に、５の計画の達成状況でございます。ま

ず、（１）主な成果目標についてでございますが、

企業誘致件数につきましては、目標の125件に対

しまして、本日現在で72件となっております。

最終雇用予定者数につきましては、目標の5,000

人に対しまして、現在3,688人となっております。

製造品出荷額増加額につきましては、目標は634

億円となっておりますが、未集計といたしてお

ります。これは、平成21年の工業統計の速報値

が10月22日に発表されたところでございますが、

地域や業種を絞っている関係で詳細な数字が出

ておりませんので、来年３月の確定が出た時点

で集計したいと考えております。

なお、参考までに申し上げますと、平成18年

の製造品出荷額は１兆3,320億円、平成20年は１

兆4,098億円と約780億円増加しておりましたが、

平成21年の速報値におきましては１兆1,952億円

と大きく減少しております。

次に、立地計画・高度化計画の承認件数につ

いてでございますが、立地計画につきましては

現在31件、高度化計画につきましては、これは

新製品開発・生産品向上のための設備投資でご

ざいますが、現在６件の承認を行ったところで

ございます。

私からの説明は以上でございます。

○新見委員長 執行部の説明が終わりました。

委員の皆さん、御意見、質疑等ありましたら

出していただけますでしょうか。

○福田委員 ５ページの課題③、私は説明を聞

きながら、こういう取り組みは過去何回もやっ

てきたんです。今度はぜひ成功してほしいと思

うんですが、以前、県外に打って出ようという

ことで、県が中心になって山形屋、宮崎銀行、

農業団体含めて宮崎県産品販売株式会社をつく

られました。東京事務所もありまして、私は監

査委員のとき監査に行ったことを今思い起こし

ました。だけど、うまくいかずに、組織の統廃

合を繰り返して今日に至っているわけでありま

す。

私は、貿易が、好むと好まざるとにかかわら

ずオープンになると思うんです。そのときに備

えてしっかりした組織をつくっておく必要があ

るなと思って、ちょうどいい時期だと思ってい

ます。福岡のほうがちょっと先行しております

が、取り扱う県産品を比較しますと、本県のほ

うに分があると思うんです。問題はノウハウ。

貿易というのは為替等がつきまとい、手続等が

複雑ですから、なかなか中小企業や一介の民間

の団体ではできないんです。ここをしっかり県

がサポートしてあげて打って出る、その時期に

来ていると考えておりまして、以前からこのこ

とを本会議等でも質問したことがあるんです。

今、国内販売でベースができているんです、知

事のおかげで実績つくりましたから。これの上

にさらに新たな貿易を中心とした取り組みを

やっていく。ここに書いてあるとおり、それな

りの経費が必要ですから、もちろん経費は負担

してもらうわけでありますが、その実務が本来

の仕事になれるような機構組織を立ち上げるべ

きではないか。ただ玄関口まで案内して、どう

ですかじゃだめだ。実際、貿易、商取引に結び

つくビジネスチャンス、あるいは交易が実現で

きる組織を立ち上げてほしいと思いますが、ど

のような構想をお持ちでしょうか。

○金子商業支援課長 ただいまの福田委員の御

質問でございますけれども、現在の物産貿易振

興センターといいますのは、昨年の10月に、物
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産振興センターと、別法人でありました貿易協

会が統合して発足したものでございます。委員

の御指摘のとおり、県産品の販売は、国内だけ

ではなく、国外も今後の市場として大きいもの

があるわけですから、統合することによってメ

リットを出していこうという趣旨で発足したも

のでございます。

ただ、貿易につきましては、先ほど申しまし

たとおりいろんなリスク、また商慣習の違い等

もありまして、専門的なノウハウの蓄積がまだ

まだ本県は不十分でございます。御紹介のあっ

た福岡県の取り組みについては、県とＪＡが一

体となって農産品販売という形で立ち上げて数

年たっていると思います。そういった組織のあ

りようについて、今の貿易センターでは、福岡

にアジアに強い専門家がいらっしゃいまして、

その方のアドバイスのもとに現地の有力なバイ

ヤーとのマッチングをしていただいているとこ

ろでございますし、ジェトロ等国の関係機関の

御支援もいただきながらノウハウの蓄積に努め

ている状況でございます。今後の構想につきま

してはまだ具体化しておりませんけれども、い

ずれにしても、先ほど御紹介した東アジア販路

拡大戦略のもとで、そこを動かしていく核とし

ては物産貿易センターを位置づけていきたいと

考えておりますので、スタッフの強化、機能強

化に今後とも努めてまいりたいと思います。

○福田委員 ぜひ御努力をお願いしたいと思い

ます。

もう一点、国内販売の関係で、北海道の事例

をよく私は出すんですが、北海道の物産展が全

国区で行われています。主要な県庁所在地はほ

ぼ、県庁所在地でなくても人口の多いところで

やっているようであります。かなり人気がよく

て、北海道としても対応に苦慮しているという

ニュースが流れておりましたが、うらやましい

なと考えたんです。本県もかつての地方区から

全国区に名が売れてきておりますから、この際、

国内販売については、北海道の物産展をまねる

わけではありませんが―今も大都会を中心に

やっていただいております。本県も知事なんか

が出て非常に好評であります。ぜひこれを全国

に広げていただく。知名度は全国区になりまし

たから。この取り組みを、リスクも伴うと思い

ますが、関係業界を行政がまとめ上げて打って

出る時期ではないかと考えております。部長、

どのような見解をお持ちでしょうか。

○渡邊商工観光労働部長 おっしゃるとおりだ

と思います。我々も、知事が頑張っていただい

ていろいろなフェアをやっていまして、売り上

げも好調に伸びているわけでございます。北海

道は非常に民間業界・団体で結束してどんどん

動いているんです。そのあたりがちょっと我々

のやり方と違うかもしれません。我々はそうい

う結束が弱い地域でもありますから、相当行政

が関与していかなきゃいけない、そういう認識

は強く持っています。いずれにしましても、と

にかく外にどんどん打って出るということは必

要でございますし、また、最近はカタログ販売

など販売ツールが多様になっていまして、いろ

んな機会を通じて我々もチャレンジしています。

そういうことで、方法、やり方をいろいろ考え

ながらやっていきます。

それから、地域的に言いますと、東北のほう

がまだ弱いんです。そちらのほうの販売拡大を

どうするか。海外販売の東アジア販路拡大戦略

というのをつくりましたけど、国内販売戦略も

必要じゃないか。地域別、品目的にどういうも

のが求められるか、そういうものも整理して打っ

て出ようということも今考えていますので、そ
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のあたりも取りまとめながら具体的な実践に結

びつけていきたいと思っています。

○福田委員 ぜひお願いをしておきます。以上

です。

○武井委員 先ほどの福田委員の件と関連する

んですが、海外進出の件で、きのうも物産貿易

振興センターに行きまして専門官といろんな議

論をさせていただいて、非常にすばらしい方が

いらっしゃるなということでいつも感心してお

るんですが。

ただ、実際に外に出て宮崎から物を売ってい

る人たちのいろんな話を聞くと、特に中国なん

ていうのは、商慣行の違いということをさっき

おっしゃいましたけれども、著しいものがあり

まして、例えば税関だっていつまでも後回しに

されてみたいなところで、実際にはどうやって

人を知るかなど、そういったことが非常に必要

になってくるという中で、民間であればいろん

なやり方もあろうと思うんですけれども、行政

が中国に対して、アジアに対して商売していく

中で、商慣行の違いの中、正攻法だけではとて

も立ち行かないところがあろうかと思うんです。

そういった意味での考え方として、多少リスク

を負ってでも実をとっていくということが行政

としてできるのか、なじむのかというところも

あろうかと思うんですけれども、そのあたりに

ついて貿易担当としてどういうふうなお考えを

持っていらっしゃるのか。正攻法だけでいった

らなかなか進んでいかない国だろうなと痛感す

るんです。非常に難しいんですけれども、その

辺どう臨んでいかれようとしているのかお聞か

せいただきたいと思います。

○金子商業支援課長 御指摘のとおり、特に中

国に関しましていろんなリスクがありまして、

例えば、向こうは、いかにして値切るか、お金

の支払いを猶予するかとか、日本では当然ある

べき商道徳と違う慣行もあるやに聞いておりま

す。それで、しっかりした取次業者、いかに信

頼できるバイヤーをつかむかということが大事

だと思います。国内の物産展という形をそのま

ま海外でやりましてもなかなか身につきません。

信頼できる、物やお金の流れ、リスクもきちん

と確認し合ってやれるカウンターパートをしっ

かり獲得していくことが大事かなというふうに

思っておるところです。例えば、これは九州が

一体となって、来月、上海市の政府の紹介をか

ませて、中国上海市から信頼できる30名ほどの

バイヤーの方々を呼んで、そこと県内企業との

マッチングをやるとか、そのような形で精度の

高い、信頼できる方々の発掘ということが大事

ではないかと考えております。

○武井委員 そのとおりだと思うんです。もち

ろん、財政が今非常に厳しいので縮減していか

なければいけないということは前提ですけれど

も、担当者の方には交際費をちゃんと持たせる

とか、人づき合いがしっかりできる仕組みを

―自分で全部手出ししてなんていったら非常

にかわいそうなことになるので、商慣行の違う

ところで最前線で戦う方に対して、交際費もそ

うですけれども、権限をしっかり与えてあげな

いと、逆に進んでいかないんじゃないかと思う

んですが、そのあたりのケアについてはどのよ

うにお考えかお聞かせください。

○金子商業支援課長 県では上海事務所を設け

ておりまして、そこに県職員が１名出向してお

ります。それから日本語のできる現地スタッフ

を２人抱えておりまして、例えば県内企業が発

掘に行きたいときには、アテンドといいまして、

同行して相手企業との交渉の場に立ち会うよう

なこともやっています。それから現地での活動
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のための予算等もある程度は上海事務所にも充

てておりますので、そこらをフルに使って、上

海市にとどまらず中国各地のいろんな商談会や

フェアにも現地調査に出向いてもらって、そこ

のフィードバックをしてもらって、販売機会を

とらえていくような努力を日々やっているとこ

ろでございます。

○武井委員 わかりました。ぜひ、成果がより

出るような形でお願いしたいと思います。

最後に１点だけ、７ページの産業支援活性化

計画の中、計画の達成状況とあるんですが、最

終雇用予定者数5,000人で今3,688人とあるんで

すけれども、もう既に稼働しているところもあっ

て、中には事業がうまくいかなかったとか、雇

用予定者の数が満たなかったとかいろいろあろ

うかと思うんです。すべての企業が雇用予定ま

で行っていないにしても、この3,688人という目

標は変わっていないのか。つまり、この3,688人

の中には既に撤退したところとか下方修正をし

たところ、ほとんどそのめどが立っていないと

ころも結構含まれているのではないかと思うん

です。そのあたりの現状についてお聞かせいた

だきたいと思います。

○山口企業立地課長 今、72社で3,688名という

ことで実績を上げさせていただいておりますが、

実際の雇用につきましては、未操業、特に本年

度誘致したところについては未操業のところが

かなりございます。数字的に言いますと、計画

期間中では、未操業で雇用がないところが24社

ほどございます。雇用があるところを見てみま

すと、実際に48社は稼働しております。その48

社の最終雇用予定者数が2,868名、私どもフォロ

ー調査をやっていますが、実際に雇用していた

だいているのが1,674名ということですので、計

画期間中、現在操業を始めたというか準備に入っ

ている企業では雇用率が58％程度でございます。

それで、22年度については非常に未操業が多い

ので、19年度、20年度に操業している企業だけ

見てみますと、雇用の達成率は８割近く、77.8

％になっています。数字的には1,048名というこ

とです。実際操業が始まりますと目標の雇用に

達すると思います。それと、数字は変わってお

りませんが、１社撤退をしております。

○星原委員 工業支援課、商業支援課という形

で農商工連携と県産品の販路拡大ということで

お話しいただいたんですけど、宮崎県は素材と

か、いろんな形で売るものは結構あると思うん

です。要は販路の拡大、どういう売り込みをし

ていくかというところが一番弱いんじゃないか

と思うものですから、できれば販路開拓課とか

販路推進課とか特化した形で販売の道筋をつけ

るものを設けて、そっちのほうに力を入れる時

期に来ているんじゃないかと思うんです。国内

で勝負するでも外国とやるでも販路の開拓が一

番の課題で、売り先さえ見つかれば、市場が求

めるものに合わせた製品をつくっていく、ある

いは生産していく、いろんな形で出ていくこと

ができるんじゃないかと思うんです。売り込み

方が一番弱いんじゃないかと思うんですが、そ

の辺については今どういうふうにとらえていま

すか。

○金子商業支援課長 販路拡大ということでご

ざいますけれども、私ども商業支援課、隣が工

業支援課で同じフロアにございまして、農商工

連携等で開発した製品等の販路面でのサポート

は、常日ごろ情報交換して連携しながらやって

いるところでございます。私どもの課の中に物

産と貿易を担当するセクションがありまして、

そこと工業との常日ごろの情報共有は努めてい

るところでございます。
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それから、最終的に売り先が確保できない限

りは回っていかないというのは御指摘のとおり

でございまして、特に市場で支持される商品と

は何かという視点もないと、つくったから売れ

るというものでもない状況もございますので、

県外の食に詳しい専門家の方々に宮崎にお越し

いただいて県内各地くまなく回って、相談会に

応じて、要するに市場をつかめる商品開発とい

うんでしょうか、例えば味の改良とかパッケー

ジの改良等さまざまな助言、サポートしながら

販路拡大につなげていくようなシステムをとっ

ておるところでございます。

○星原委員 ここずっと同じような形でやられ

て流れているんです。少しずつ変えながら毎年

同じようなことをやられているんだけど、職員

の皆さん方が３年なら３年で異動していくわけ

です。そうするとせっかくつくった国内、海外

の人脈がまた一からやり直しになっていくわけ

です。そういうところあたりに―ＯＢの活用

というのがいいのか悪いのかわかりませんが、

経験豊富な人たちを活用していって、宮崎のよ

さも、あるいは相手方との人脈もつながっていっ

て、５年とか10年とかある程度長きにわたって

相手との交渉ができるものをつくっていかない

と、引き継ぎは行われているんでしょうけど、

人と人とのつながりというのはその人が持った

独特のものがあると思うんです。特にセールス

面というのは。そういうことを考えたときには、

今までと違う形で販路開拓していくような方法

はないのか、どうやったらよその県より売れる

のか、売り込みがうまくいくのかとか、その辺

かなという考え方を持つんですが、そういう考

え方の活用というのはできないものなんですか、

どうなんですか。

○渡邊商工観光労働部長 販路拡大ということ

になりますと、やっぱり民間事業者との接点が

非常に多いわけです。今おっしゃるように、継

続的な事業といいますか、非常にノウハウも必

要です。例えば工業製品であれば産業支援財団

が一つの役割があります。工業製品だけじゃな

いんですけど、コーディネーターとか販路拡大

のための専門家は置いています。もう一つは物

産振興センターです。ここが加工品とか食品加

工を中心にしたもの。したがって、我々として

は、行政のほうと財団とかセンターの販路拡大

の機能をどうするかということがあると思いま

す。基本的な方向としては、財団とかセンター

があるわけですから、そこの機能をもう一回見

直して、強力な販路拡大のための体制整備を議

論し検討していく必要は確かにあると思います。

それを行政がどういう形でバックアップするか

ということだろうと思うんです。確かにそうい

うことで我々としても考えなきゃいけないと

思っていますので、財団あるいはセンターのあ

り方、人員配置、人をどんなふうに活用してい

くか、そういうことも問題が広がっていきます

ので、そのあたりを含めて今後検討していきた

いと思っています。

○星原委員 最後にしますけど、私は、行政も

ある意味では企業経営と一緒だと、プラス部分、

マイナス部分が出てくるものをどう判断してい

くかということだと思うんです。組織なり事業

というのはいろいろ毎年やられてきているんで

すが、その効果―目標値を持ちながら、どう

いう分野をことしは開拓していく、来年はこう

いう分野を開拓していく、将来的にはこういう

方向性が見えてくるのでそういうものに取り組

んでいくとか、いろいろあると思うんです。そ

の辺のところで支援財団とか強化していくこと

も大事なんですが、本当に意識がちゃんとつな
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がれて、同じ目的に向かって同じような方向で

組織が動いていればいいんですが、組織をつくっ

て、現実にその機能を本当に果たしているかど

うかというチェックまでひっくるめてやってい

かないと、火がついてこういうことをやってい

ますということは聞くんですけれども、その事

業が、目標、計画に沿った形で進展しているの

かどうかというところあたりがなされてくれば、

ほかの県と違う形、新たな形でいろんなことを

やりながらというのが生まれてくるんじゃない

かという気がするんです。そういったところま

で入っていかないと、農商工連携で、あるいは

先ほど農政水産部から素材の加工やいろんなこ

とが出てくるんですけれども、やっぱり弱いの

は販路だと思うんです。販売先をどういう形で

今後開拓していくのか、そこの部分にはもう少

し力を入れてもいいんではないかという気がす

るものですから、あえてそういう話をしている

んですが、その辺に向けて、先ほど言った、県

庁内にも販路開拓課とか推進課とか、びちっと

位置づけを決めて取り組むぐらいのことはでき

んものなんですか。

○渡邊商工観光労働部長 要するに縦割りの話、

農産物は農政水産部だし、加工品は商工観光労

働部ということで、全体的な産業振興における

販路拡大の組織をどういう形で整理するかとい

う問題だろうと思います。今の組織を前提にす

れば、どうしても限界が見えてくるのかなと思っ

ています。

商工観光労働部は、非常におもしろいんです

けれども、官と民が一緒になって協働でやる組

織が、観光は観光協会というのがある、産業支

援財団は技術振興とか工業振興、それから県産

の食品加工品とかは貿易センターがやっている、

３つが我々の部にはあるわけでございます。そ

のあたりは官でも整理できないし民でも整理で

きない、まさに協働でやっていかなきゃいけな

い。組織をフルに発揮していく。もともと組織

はそういう意味合いだろうと思うんです。だか

ら、これは官だ、これは民だと鮮明化できない。

そこをもうちょっと機能発揮しろという御意見

だろうと思うんです。特に販路拡大の面で機能

発揮しなさいということだろうと思います。海

外の販路拡大の話もありましたけど、よその県

では商社系の専門家の方を非常勤で雇っている

ところもあります。そのあたりも含めていろい

ろと検討しなきゃいけないと思っています。

○星原委員 ぜひ前向きに進むように検討して

ください。よろしくお願いします。

○中野委員 要望でいいんですけど、日本の経

済、製造業を考えると、本当に元気の出る話が

ないんです。特に失業率の問題、農政も商工も

そう。農工連携とか言っていますが、私は全然

これは当てにしていないんです。そんなに雇用

が出る話じゃないし、過去の事例にのったって

知れている。そうなりますと、やっぱり自動車

産業、製造業のもとである金型、新聞報道でい

くと、大手までが中国に買収されて技術移転し

ているとか、拠点を外国に置こうとしている。

国富もアスモがあります。ことしの３月までは

わかるけど、それ以降はわかりません。３割減

とかね。一方では何とか雇用をというけど、一

方では製造業、一番受け皿の大きい自動車産業、

ＩＴ―今、拡大する希望のある話は何もない

んです。ぜひ局長、県内の自動車関連の誘致企

業が将来どう考えているか実態調査して。恐ら

く雇用はふえているはずはないと思うんです。

対策は難しいけど、一回ここら辺の現状だけは

しっかり押さえて、今とらえていれば答えても

らいたいけど、恐らくないと思いますから、要
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望だけしておきます。

○外山三博委員 宮崎で足りないものがいろい

ろあるんですが、消費者が直接買い物ができる

市場。ほかの県に行くと、自然発生的にできた

ような市場とか……。この前高知に行きました

ら、１キロぐらいの歩道に地元の人たちが買い

物する市場がある。あれは自然発生的でしょう。

それから、こういうところで成り立つかという

ところに、民間の人たちが共同で大きな市場を

つくっている。それから駅の前にある町とかい

ろいろあります。宮崎は産直の市場がない。特

にこれから観光客を新幹線の絡みで誘致しよう

とするときに、そういう人たちが宮崎のとれた

ものを直接さわって買いたいと、それは大事だ

と思うんです。その辺のところ、県がやるわけ

にはいきませんから、市町村と連携して、例え

ば宮崎市と連携して、何かきっかけというか突

破口というか、そういうものをやる必要が喫緊

の課題としてあると思うんです。どうでしょう

か。

○渡邊商工観光労働部長 今のお話は、経済連

の羽田会長もそういう認識されて、前からそう

いう議論をしていました。我々としましても、

宮崎の産品や農産物全部含めて、そこに行った

ら買えるようなものができないのか。一つは、

シーガイアのオーシャンドームの検討でもそう

いうのが出ました。ぜひそういうのが欲しいな

と。やっぱり雨が降るとできないというのも問

題がありますし、そういうのが１つあると、宮

崎の取り組みの姿勢を示すことができますし、

おっしゃるように観光客の利便性にもつながる

わけで、どういう形でつくり上げるのかという

問題がありますけど、我々もそういう希望は持っ

ていまして、何かいい知恵がありましたら教え

ていただきたいと思います。

○西村副委員長 口蹄疫被害を受けまして、口

蹄疫の被害から復活する中で、ＯＩＥの清浄国

認定がないと輸出ができないという話があった

んですが、私が聞いた話だと、今月半ばぐらい

から国産牛の輸出が再開されると、既にバイヤ

ーが動き出すという話を聞いて、その中には、

国によっては宮崎産以外の和牛の再開を認める

とかいろいろあるらしいんですが、その辺の情

報がありますか。

○金子商業支援課長 私どもの今つかんでいる

情報としましては、まだ全面オープンではなく、

相手国の承認があった香港とかマカオについて

は、宮崎からも肉が動き出したという情報は入っ

ております。シンガポールにつきましては、宮

崎以外もオーケーで門戸を広げているというこ

とでございます。

○西村副委員長 そういう情報は、我々は知り

得る機会がないんです。バイヤーのほうが早い

と思いますが、どういう経由で入ってくるんで

すか。

○金子商業支援課長 私どもとしましては、国

のホームページで公告がありますので、それを

チェックしながら情報収集には努めているとこ

ろでございます。

○新見委員長 それでは、以上で質疑を終わり

たいと思います。

執行部の皆さん、大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後０時４分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

まず、協議事項（１）の県南調査についてで

あります。

資料１をごらんください。調査先につきまし
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ては前回の委員会で御一任いただいておりまし

たので、確認のみとさせていただきたいと思い

ます。ごらんのような日程で進めさせていただ

きたいと思いますので、どうかよろしくお願い

いたします。

なお、調査先につきましては、調整を行いま

した結果、先方の都合によって一部変更になっ

た箇所がありますが、御了承いただきますよう

にお願いをしたいと思います。

なお、10日は９時40分に県議会集合となって

おりますので、よろしくお願いいたします。

県南調査は来週ということですので、もし参

加等できないということがございましたら、書

記を通じて御連絡のほどよろしくお願いいたし

ます。

続きまして、協議事項（２）の次回委員会に

つきましては、11月の定例会中、事務局案とし

ては12月３日金曜日を予定しております。

次回委員会での執行部への説明、資料要求等

について、何か御意見、御要望等があったら出

していただけますでしょうか。

特にないようですので、次回の委員会の内容

については正副委員長に御一任いただきたいと

思いますが、それでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきたいと思います。

最後になりますが、協議事項（３）のその他

です。何かありますか。

○濵砂委員 服装は。

○壱岐書記 特に作業着等は必要ありません。

○満行委員 さっきも出たんですが、資料が欲

しいんです。国県の補助について、ここ５年と

か10年の実績と、事業主体の持ち出し分とか資

料があったほうが、次見るときに何もわからな

いまま施設だけ見てもわからんなと思って、予

備知識としてそういう資料をつくっていただき

たいと思います。

○新見委員長 重要なお話でしたので、その辺

の資料については準備をしておきます。

ほかにございませんか。

では、確認の意味を含め、もう一度今後の日

程についてお話をしたいと思います。次回の委

員会としての活動は11月10日県南調査、次回の

委員会は12月３日金曜日の10時からということ

ですので、よろしくお願いをいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午後０時７分閉会


